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午前１０時００分 開会  

【奥村環境保全課課長補佐】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和 4

年度千葉市環境審議会環境保全推進計画部会第 1 回自然環境保全専門委員会を開会

させていただきます。委員の皆様方には大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。  

 私は環境保全課課長補佐の奥村と申します。よろしくお願いいたします。  

 本日の会議につきましては、千葉市環境審議会運営要綱の規定により、委員の半数

以上の出席が必要でございます。本日は、委員総数5名のうち全ての方がご出席です

ので、会議は成立しております。  

 続きまして、会議の資料につきましては、お手元の次第に記載のとおりでございま

す。事前にお渡しした資料から一部変更がございますので、本日、机上に配付させて

いただいたものをご覧ください。配付資料に過不足のある方は、随時事務局にお申し

つけ願います。よろしいでしょうか。  

 最後に、本日の会議ですが、千葉市情報公開条例により公開することが原則となっ

ております。また、議事録につきましても公表することになっておりますので、あら

かじめご了承ください。  

 それでは、これより議事に入らせていただきます。最初に、会議の議長でございま

すが、環境審議会運営要綱により委員長が行うこととなっておりますので、中村委員

長に議事の進行をお願いいたします。  

 それでは、中村委員長、よろしくお願いいたします。  

【中村委員長】 皆さん、お休みの中、今日はありがとうございます。前回、3月29日

にこの自然環境保全の専門委員会をやりまして、その後、またいろいろ事務局のほう

も頑張っていただいて、大分煮詰まってきました。今日、またいろいろな審議があり

ますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、まず議題の第1、「（仮称）千葉市水環境保全計画（骨子案）について」、

事務局のほうからご説明をお願いします。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 皆さん、おはようございます。環境保全課

の木下です。今日はよろしくお願いいたします。  

 それでは、初めに、議題1、「（仮称）千葉市水環境保全計画（骨子案）について」、

ご説明いたします。  

 お手元にございます資料1－1の2ページ、3ページをご覧ください。  

 3月の専門委員会でご説明しました骨子案から、第3章の「2．基本方針」の内容が

一部変更となっておりますので、その点についてご説明いたします。  

 「水環境」「生物多様性」「推進体制」という3つの分野について整理するという

点についての方針は変更ございませんが、現行の水環境保全計画の取組みや市民ア

ンケート、市民ワークショップでいただいた 2,732件のご意見を再度整理して見えた

課題、取り組むべき施策から、基本方針と施策の方向性を精査いたしました。  

 資料1－2をご覧ください。3月の専門委員会と修正案との対比表となっております。 
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 まず、上位計画である環境基本計画と合わせ、「基本方針」を「取組みの柱」と変

更いたしました。また、分野ごとの「取組みの柱」を「水環境の保全活用」「生物多

様性の保全再生」「計画の推進体制の整備」と設定し、水環境と生物多様性における

施策の方向性が対象となるよう、水環境の理解の促進と触れ合う機会の創出という

面から施策の方向性を追加し、水環境で5つ、生物多様性で5つ、計画の推進体制の整

備で3つ、合計13の施策の方向性を定めることとしました。  

 具体的に申し上げますと、施策の方向性につきまして、水環境は、「水環境・水循

環の理解の促進」「豊かな水辺（河川、海岸、湧水地など）の保全・創出」「きれい

な水（水質）の保全」「資源の持続可能な利用」「地域の水辺とふれあう機会の創出」、

生物多様性は、「生物多様性・生態系の理解の促進」「豊かな緑（水源林、谷津田な

ど）の保全・創出」「貴重な動植物の保護及び外来生物対策」「生物多様性がもたら

す資源の持続可能な利用」「地域の自然とふれあう機会の創出」、体制整備は、「人

材の確保、育成」「ボランティア等の活動支援」「市と市民等によるモニタリング体

制の整備」といたしました。  

 水環境と生物多様性のさらなる保全に向けて、この「取組みの柱」と、各施策の方

向性にひもづく取組みを今後行っていく予定です。  

 変更箇所につきましては下線部のとおりとなりますので、ご確認ください。  

 以上が、資料1、骨子案の説明になります。  

【中村委員長】 説明は今のでよろしいですか。  

 事前に皆様もこの骨子案を見ていただいていると思いますけれども、これは非常

に重要な視点ですので、ここで議題としてしっかり確認等もしておく必要があると

思います。よろしくお願いします。  

 それでは、皆さんからご意見等があればお願いしたいと思います。  

【中間委員】  すみません、皆さんが読んでいる間に私から。  

 事前説明でこの骨子案、資料をいただいているところで、この変更点については、

従来持っていた方針をさらに明確、具体化するものであるかなと私も見て感じたと

ころであります。  

 特に変更として目を引くところは、上位計画と形式上そろえて、「取組みの柱」と

いう表現を使って、形式上対応させていますよということを明確にしている点が一

つ。二つ目に、様々なところで「創造」という文言を「創出」ということで、維持・

保全のみならず、きちんとこれから広げていきますよ、つくり出していきますよとい

う姿勢を明確にしているところかと思います。  

 大きな方向性として、「創出」というものを明確に打ち出しているわけですけれど

も、一点質問としては、このような方向性をどのように具体化するのかというのが重

要になってくるかと思っています。恐らく市民の方々のご意見であったり、ワークシ

ョップでの議論を踏まえてこのような表現を採用したのかと思うのですが、「創造」

ではなく「創出」という表現を使った何かしらの意図があると思います。それについ

てお聞かせ願えればと思っています。  
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【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】  ありがとうございます。  

 「取組みの柱」、そして、具体的な取組みの方向性として、特に「保全・創出」の

「創出」という部分について、実際にどのように実現していくのかというところにつ

きましては、今、具体的な施策等につきまして関係課等に照会、あるいは打合せを行

っております。その中で、この「創出」に該当する部分の抽出も行っていく予定でご

ざいます。  

 今までは、河川、水辺の保全ということで、公園やいろんな施設が各部局でもつく

られているような状況ではございますけれども、それについて、具体的なところとし

て、ほかの部局の計画の中で今行われようとしているものを、我々の水環境保全計画

のほうにもうまく取り込んで対応していきたいと考えております。  

【中間委員】 市の各部局で行っているそれぞれの取組み、一見ばらばらに行われてい

るものもあるかもしれないけれども、それを今回打ち出された方針の「創出」という

観点から整理して、どのようなものがこの「創出」に当たるかを検討中だというふう

にお伺いしました。ありがとうございます。  

【中村委員長】 私から。今まで市民からの意見がいっぱい出ていますので、こちら側

としてどういうものを創出するかというのは、ただ吸い上げるだけではなくて、場合

によってはそちらのほうにお願いするとか、そういうことがありますので、具体的な

意見はまたその次になると思いますけれども、それはやはり考えていく必要がある

かと思います。  

【中間委員】 整理されて、皆から吸い上げてきたものを統合して有機的に考えるので

あるならば、せっかく吸い上げたものはこういうふうにしたらいいよと、あくまで専

門的に扱う部局はこちらだと思いますので、「こういう方向性で」ということであっ

たり、「こういう取組みは」ということで、受け取ったものに対して何かしらのレス

ポンスがあるとよりよいものになるのではないかと思います。事務量の限界もある

でしょうけれども、そういうことでお考えいただければと思います。  

【中村委員長】 それから、ここは専門委員会ですから、ぜひこういうものを創出して

やるべきではないかという意見、ぜひその辺もあればお伺いする必要があるのかと

思うのですけれども、いかがですか。  

【中間委員】 「創出」という観点で、今、整理・検討されているというところで、何

が上がってくるのかというのを見てみないことには、自分から具体的意見をぽんと

は言えないのですけれども、さっきお伺いした観点の一つの、どういうご意見を受け

て「創出」という表現にスイッチしたのかというのは確認をさせてほしいなと思いま

す。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 「創出」ということを表に出してきたのは、

市民アンケート等の中で、親しみやすい水辺ということで、近くに遊ぶ場所がないだ

とか、身近に遊べるところがない、そういったご意見を受けて、やはりつくり出して

いくことが必要であろうということでこういう表現をさせていただいているところ

でございます。  
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【中村委員長】 また素案の中でも少し何か出てくると思いますので、せっかくですか

ら、その辺をこういうところで出し合っていく必要があるかと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

【末廣委員】 前回の3月、学校のいろいろと多忙な時期で欠席をさせていただいたの

ですが、先ほどお話があったように、今回、上の条文から、具体化というか、系統立

てられている表現だなと、「取組みの柱」についての実感を持っています。  

 先ほど「創出」というお話があって、創出していくということは、前に進んでいく

イメージがあって、とても大事なことだと思うのですが、私の教育現場からすると、

環境保全については、学校現場で総合的な学習という時間が平成 10年辺りからあり

ます。それは、子どもが実践する中で日常化していく、それが家庭に広がる、つまり

市民に広がっていくということで、結構大きな変化だったのかなと。教育界の変化で

あり、また、そういったものに目を向けていく、各教科の学習ではなく、今言われて

いる総合的な力というか、汎用的な力というか、そういうものを身につけさせていく

ことが大事とされておるのですが、もう 20年以上たっているんですよね。  

 懐かしくこういうものを見つけました。「坂月川上流部ビオトープモデルプランの

完成」、平成12年、これは「エコライフちばVol.24」なのですが、これは坂月川につ

いてのビオトープモデルプランの完成ということで、市民を巻き込んだワークショ

ップの後、市民活動を広げていった坂月川愛好会の皆さんが取り組んでいる部分で、

近隣の学校も総合的な学習で取り組んできたものだと思います。  

 今、キーワードで「持続可能」、SDGsの話ではありませんが、つまり持続です。

例えば、坂月川愛好会さん、こういったビオトープ、こういったものがどれぐらい持

続しているのか。教育界では、総合的な学習が出てきてわーっと広がって、そのとき

総合的な学習の時間は年間105時間あった。今、ご存じのように、外国語活動が小学

校に入ってきて、年間105時間が70時間程度に減らされた。こういった大きな学習を

するものがトーンダウンしてきている部分もあるのですが、併せて、こういった20

年以上前に行われていたものが、どのように持続されてきているかといった観点も、

創出もそうなのですが、既にあるものがどのように継続されているのかというのも

結構関心があるな、それも大事なことだなとも思っております。これは、ここに反映

するというわけではないのですが、そういった観点も大事かなと思っております。こ

ういった部分の取組みの継続ぶりというか、そういったものがもし分かればという

ことなのですが。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】  今の坂月川ビオトープのお話、 20年ぐら

い前に開設されたということで、そこでの活動につきましては、坂月川愛好会様のほ

うで、ビオトープの整備、これはもうきちんと行っている中で、やはりその場を活用

して、環境学習だとか、地元の小学校に対して生き物の生態の観察だとか、そういっ

たことを行って、幅広くその場を活用するということを地道に行っていただいてお

ります。  

 もちろん、坂月川ビオトープ以外の、本市の特徴でもある谷津田におきましても、
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そこで活動されている各団体の皆様が、継続的な環境学習など、そういったことにつ

いての活動を行って、幅広く自然保護あるいは自然の大切さ、そういったものについ

て市民の皆様にいろいろと広めていただいているという状況にございます。  

【唐副委員長】  ちょっと加えておきます。  

 市の援助もありますけれども、6年前から私はずっとこの調査をしています。ビオ

トープ自体は環境ボランティアの方によってずっと維持されていて、定期的に活動

されています。  

 私の場合は卒論・修論関係で、ビオトープの水質浄化というテーマをずっとやって

きています。つい先週も行ってきました。そこが管理されていることによって、水は

大分きれいになり、なおかつ、地下水は坂月川のほうに流れてくるので、ビオトープ

で浄化した水が流れることによって坂月川の水質改善に役立っている。このことは、

もし別に機会があれば報告させていただきます。  

【中村委員長】 あそこは加曽利貝塚のすぐ横にありまして、私もよく行きます。私は

加曽利貝塚の委員もやっているのですけれども、加曽利にどうしてああいう世界で

も大きな貝塚ができたかという議論の中で、やはり真水があったからあそこにずっ

と人が住んできた。海の水では、海の恵みはあるのですけれども、人がそこでちゃん

と生活するには真水が要るわけです。今、唐先生がおっしゃったように、いい水が今

でもこんこんと湧き出ているというのは、加曽利貝塚を考える視点として非常に重

要だということで、そちらの委員会でも、水問題と我々が生きていくという問題、海

の幸を得ながら生きていくという問題を今議論しているところです。  

 だから、非常に大事な視点を今、お二人に伺ったんですけれども、もう一つ、持続

可能性というのは、環境基本計画の中で「持続可能なまちづくり」をもう先にうたっ

ていますので、これはやらなければいけない。  

 それから、学校でも子どもたちにそういうものをどうやって教えるかということ

ですけれども、今回のアンケートで一番多かったのが子どもたちの意見でした。先生

のおかげで、本当にたくさんの子どもたちから寄せられた意見を全部見て、それなり

に分析させてもらいました。やはり、子どもたちのために我々はやるということで、

環境基本計画のレベルでのアンケートでもそうですし、今回も子どもたちの意見が

いっぱい出たというのもそうですけれども、「子どもにも分かるように」とか、「子

どものために持続可能な」ということは非常に大事な視点だということで、今聞かせ

ていただきました。ありがとうございました。  

 それでは、お一人ずつ。  

【髙梨委員】 水環境保全計画の骨子案につきましては、さらに具体化されて、明確に

なって、表現も一歩、二歩進んで、前に進んでいるという感じを受けました。  

 それから、今、お話がございましたけれども、具体策の中では取組みの見える化を

図っていただいて、子どもたちの意見を、例えば市政だよりのコーナーで継続して毎

月ページをつくっていただく。可能であれば子どもたちにつくっていただけるペー

ジも考えられます。  
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 子どものいる家族はいいのですが、今、お一人様が結構多くなっています。さらに

また多くなると思うのですけれども、そういう中間層というか、年齢的には中年層と

いうか、その部分をもっと意識して、一緒に取り組んでいただけるような、環境づく

りが必要ではないかなと思いました。  

【中村委員長】  子どもが中心である。大人もやっぱりいますのでね。  

【髙梨委員】 子どもの将来に向けてということで持続可能ということもあるので、そ

の辺を基本に、どちらかというと働く人たち、事業所とか企業にも、もう少し広めら

れたらいいかなと思っています。  

 また、周知だけでなく、子どもたちの将来のために、日本のために、地球のために

という感じで、一緒に真剣に取り組める、何かモデルを作っていく事も、一つの方法

ではないかなと思います。  

【中村委員長】  事務局からお願いします。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 今、委員のほうから「見える化」というお

話があった部分につきましては、委員会当初から我々も意識しているところでござ

います。また、各委員からも見える化についてご指摘をいただいていたところです。

議題の 2 と 3 でご説明をする予定ですけれども、「取組みの柱」の下につく取組み

の方向性、これが 13 あるのですが、それぞれに指標を設けて進捗管理を行っていき

たい。それがまず一点、大きな点というところになります。  

 情報の発信について、市政だより等を利用してというお話が今ございました。情報

の発信は非常に重要だと思っています。というのは、生物多様性、あるいは水環境に

関しての理解がまだまだ進んでいないという現状も昨年のアンケート等で分かりま

したので、そこをより進めていくことに関しては、まずは外に向けて、いろんな媒体、

機会を通じて情報を発信していくことが必要であろうと。  

 その情報の発信につきましても、以前も委員会からいろいろご意見が出る中で、発

信するといっても、学習を兼ねるとか、そういった観点も必要であろうと。そこら辺

は意識して情報の発信も行っていきたいと考えております。  

【中村委員長】  ありがとうございます。それでは、よろしいですか。  

【唐副委員長】 一点いいですか。多分後ほどあるので、先にここの話をしたいと思い

ます。  

 こちらが「基本方針」から「取組みの柱」になったということですけれども、「水

環境」と「生物多様性の保全」は並立することはできない。だから、どちらが上位な

のか、位置づけたほうがいいというのが私の理解です。水環境中心になると、水環境

に関連する多様性を見る。一方、多様性の場合は、大気、水など、それをサポートし

た形になります。全く違ったことになると私は理解しています。  

 今申し上げているのは、後ほど仮称の名称の変更があるので、この二つが並立する

のはどうかなと。これから並立でやっていくのか、それとも上位で多様性をやってい

くのか。多様性をやるその前提としての水環境ならば、水環境の名前は必要ないので

はないかと思っています。  
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 水環境だと、水量、水質、今までいろいろやってきましたが、それでは不十分です。

多様性の概念をやはり入れるべきだと私は思いますが、あくまでも水環境をよくす

るため、景観をよくするためのことであって、決して二つは並立するものではない。

どちらかをメインにしたほうが理解しやすいのではないかと思います。  

 表現の仕方というだけです。これが決まった後は、次の保全計画の話が出てくるの

で。タイトルに並立したようなこの表現の仕方は市の意見ですか。どう考えたのか、

ここの意見を伺いたいです。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 水環境と生物多様性、これは対立するもの

ではなく、分けることができない。これに関しては、現行計画の中でも生物多様性の

観点というのが多く含まれている。非常に密接に関係のある中で、もちろん水環境を

保全していくに当たっても、生物多様性の保全を進めることによって水環境をよく

していくという面もございますし、水環境をよくしていくということを進める中で

生物多様性の保全が進んでいくという面もあるということで、これはもう切っても

切れないものであると考えております。その中で、どちらが主体というよりも、並行

して、効果的に進めていく中で、この後の話にはなってしまうのですけれども、市の

ほうでは並立した計画ということで考えております。  

【唐副委員長】 多様性は水環境だけですか。大気もあるでしょう。土壌もある。多様

性は本当に枠が大きいんです。だから、水と並列するというのは、私から見ると単純

化しすぎる。  

 本当は、多様性といったら、大気と人間と生物と土壌。本来は、大きな枠の中に水

があるという考え方ですね。水環境に絞って考えるのならば、それを一本化させる。

水環境は、従来の取組みにさらに多様性のことを入れる。そういうやり方ならいい。  

 しかし、並立だとどうかな。場合によっては、例えば上位であれば、多様性の部会

を1個つくって、その下に大気と水とか、そういうやり方だったら理解しやすいので

はないかと思います。  

 要は、多様性は水の環境だけではない。大気もあって、植物もあって、土壌もある。

もっと上位のものです。だから、こういう並立は多様性を軽く見ているという印象を

受けます。  

【末廣委員】 本事業としては、水環境の視点からの生物多様性、水環境をよりよくし

ていくことが生物多様性につながっていくわけですけれども。だから、何がという部

分が分からなくなっている。  

【中村委員長】 今、唐先生がおっしゃったとおりですが、やはり千葉市の今までの流

れで、水環境は我々もずっとやってきましたし、ある意味、これはチャレンジなんで

すよね。  

 生物多様性というのは、おっしゃるとおり、大気とか土壌とかあらゆるもの、それ

から、生物多様性の中には人間環境も、いろんな文化とかが入っていますから、それ

ももちろん盛り込みます。だけれども、水環境というものを我々千葉市ではずっと特

徴的にやってきたので、それを軸といいますか、その視点はぜひ大きく出して、水か
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ら生物多様性が来たという一つのストーリーをしっかりデータで示して、そういう

生物多様性のこれからの取組みだというような形に。  

 私も最初この話を伺ったときに非常に混乱したりびっくりしたりしたのですけれ

ども、それが千葉市の一つの特徴になるのではないかなという気もしています。今の

ところ並列していますけれども、並列のままでは分かりにくいというのか、並列だか

らこそ千葉市の特徴が出るのかということも含めて、大きな検討課題だというのは

あります。ただ、私は生物多様性の専門家、唐先生は水環境の専門家、このような形

で一緒に、まさによく言う共生というのがあります。  

 生物多様性と水環境の共生というのは非常に微妙なところがありますけれども、

そういうものをつくらなければならないのかなと。そして、そのときに、やはり子ど

もの視点とかが私には非常に勉強になったりしました。  

 いかがでしょうか。部長、どうですか。  

【安西環境保全部長】 千葉市は、水環境保全計画、この計画を策定する自治体はそん

なに多くない中で、水を取り巻く環境を保持していきましょうということで、今まで

ずっと取り組んできました。その中で、市民の方にもいろいろ協働いただいて取り組

んできました。「生命（いのち）をはぐくむ水の環（わ）を未来へ」ということで、

そういう計画を今まで千葉市としては進めてきました。  

 その改定に当たりまして、いろいろ時間が流れる中で、この生物多様性というのも

出てきたわけです。それで、今取り組んでいるこの中に多様性という視点も入れて、

この取組みをより視野を広げてバージョンアップしていきたいという形で、水計画

を軸に、そして、生物多様性にも取り組んでいこうという考え方で現在進んでいます。

唐委員のおっしゃるように、もっと広いですよというのは確かにあるのですが、今ま

で千葉市が基礎として、土台として持っているものをさらに広げていきたい、進めて

いきたいという考え方で今回は進めさせていただいているという整理をしているわ

けです。  

【末廣委員】 今、部長さんがおっしゃったように、まさしく題名が「水の環（わ）を

未来へ」。だから、これを大事にする。  

 私はまた学校の視点ですけれども、子どもたちにとって、その環というのは身近で

はない。だけれども、生物多様性というと、子どもたちは「ビオトープでこんな虫が」

と生き物たちを身近に感じて、そのよさをこっちに捉えていくという視点ですね。で

すから、この水環境、水の環が基盤になって、生物多様性もあるのかなと。  

 いろんな視点があるでしょうけれども、「水の環」ということが大事な事業で、そ

の中で生物多様性がつながっていくし、生物多様性が培われていったときには、その

効果となって現れてくるという部分にもなるわけですかね。  

【中村委員長】 生物を見るときに、大きな柱として、水というのはむしろ分かりやす

くなるかなという気もします。私も生物屋として、それが千葉市の特徴にもなればい

い。そういう政策的な流れの。  

 こういうことで、今のところ両方くっつけようということでやっています。  
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【唐副委員長】 さっき申し上げたように、両方一緒にやることは重要だけれども、ど

ちらが上位か下位かは必要なんですよ。  

 例えば、生物多様性を主張すれば、水はその下位なんです。水も大気も、当然土壌

もそれを支えている。多様性の基盤だから。  

 でも、そうではなくて、水環境をよくするためという視点から見てみると、水質は

当然あって、生き物も必要ですね。そこの水域がつくられた場も重要ですね。この場

こそ多様性です。  

 その意味で、水環境を考えた場合は、水環境が関連した場、その中の多様性を主張

すれば、自然に水環境計画になると私は理解しています。  

 多様性だけで、非常に大きなことです。市は部会をつくるべきです。その下に、例

えば、大気部、土壌部、水環境部とあるのなら理解できる。「これから千葉市は多様

性を重視します。そのために、大気はこういうふうに貢献します」と、その下にぶら

下げれば、まだ理解できるかなと思います。  

 概念的には同列はどうかと。それだけです。  

【中村委員長】 その辺の議論は、これから最終的に詰めて、最終的には千葉市トップ

の判断もあるかと思いますけれども、その辺も含めて皆さんの意見を聞いて分かり

やすいものにするということで、この両立を私は目指したいと思いますので、ご協力

いただきながら、最終的には千葉市のトップに決めてもらうということになるかな

と思います。  

 そんなところで、今日は取りあえずこの柱でつくっていってみようということで

よろしいでしょうか。  

【唐副委員長】  いや、もう多数決だから。  

 私が言っているのは概念だから。だから、両立できない。どっちかが上位になって

いるはずなんですよ。  

【中間委員】  ちょっと法律屋から。  

 唐先生がおっしゃることはごもっともだと思っています。生物多様性は、折に触れ

幅広く、パラメータが非常にたくさんある。ただ、ここが扱っているのは水環境とい

うところが出自なので、そこから出発して、今回、新しい取組みとして生物多様性と

いう観点を明確に組み込んでみようというところから、こういう並列的な表記にな

ったのかなと思うので、そういう出自からすると、上位の概念は水環境だと思ってい

ます。新たに生物多様性を一つの観点として取り込んだということになると思いま

す。  

 お手元の資料1－ 1をご覧いただくと、この環境がどういう位置づけになっている

かは、もともと水環境保全計画という名のとおり、水に関する法律の地域計画になっ

ていると理解しています。上位の法律が何かというと、水質汚濁防止法と水循環基本

法になると思うのですが、あくまでもこれは水に関する計画のそれぞれの地域に対

応する計画だという理解です。なので、この計画はやっぱり水に関する計画だと思い

ます。  
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 ただ、国のほうが生物多様性基本法というのをつくって、各地域に地域戦略を設け

なさいというふうになっているので、千葉市にある各計画の中で、どれをこれに対応

させるかと考えたときに、市のほうは、従来あった水環境保全計画に地域戦略の性格

を持たせようとしたと理解します。  

 仮に国のほうが大きな環境に関する基本法律の整理をして、生物多様性基本法を

比較的上位の、環境基本法の直下に位置するようなものとして位置づけた上で、生物

多様性を実現するために、例えば、水関連の法律、大気に関する法律、土壌に関する

法律みたいな整理をすれば、まさに唐先生がおっしゃられたような生物多様性とい

う非常に大きなパラメータからなる大きな概念を実現するために、個別の、水だとか

大気だとか土壌というのに着目したそれぞれの指標を管理するみたいな分かりやす

い整理がなされたのかもしれないですけれども、やはり、どうしても法律が時々の要

請に応じて、こう言ってはなんですけれども、場当たり的につくられてしまっていて、

あまり大きな整理がなされないまま、各地域にそれに対応する計画をつくりなさい

と下りてきてしまっているので、既にずっと連綿と続いている現存する計画に何か

二階建てのように計画をつくらなければいけない。そういう状況が生じてしまって

いるので、あまり上位・下位の整理がなされないまま、どんどんどんどん増築されて

いっているという状況があると認識をしています。  

 したがって、理論的に考えるのであれば、生物多様性というのは、まさに大気、土

壌など、生物多様性の生物に関わる要素をいろいろ考慮して定められなければいけ

ないのかなと思います。それができるだけ多く取り込まれた上で、上位の計画という

ふうに位置づけられるのが理想なのかもしれないのですが、一気にそこまで大きな

ものを建てるのはなかなか難しいところがあると思います。  

 今回、新たな取組みとして、資料1－ 1の第1章の1の4つ目のポツに「水環境や水循

環を軸に生物多様性へ取り組む」とあるので、少なくともこの計画では、見た目は並

列的にあるけれども、考え方としては水環境というものが上にあって、今のところは

その下に生物多様性がある、意識的か無意識的か分からないですけれども、こういう

上下の理解をされているのかなと理解しました。  

 この計画を進めていく中で、ほかのいろんな計画と平仄を合わせて、さらに生物多

様性についての理解が国のほうでも進んで、ちゃんと整理がなされれば、この千葉の

ほうでも、また新たな視点で組み替えるということになるのかと思います。  

 ただ、今の計画の上では、水環境というものを軸に生物多様性を新たに明確に取り

入れた、そういう理解になるのかなと、そういうふうに法律屋の観点では思いました。 

【中村委員長】 今の話は環境省に聞いてもらいたいと思うし、多分、そういう議論が

国の法律をこれから見直していくときに非常に重要だと思います。私も環境省に外

来生物法の改正のときにいろいろ意見を述べましたら、通りましたね。条項の中にい

ろいろ言ってくれたりしました。環境省に知り合いがいっぱいいたというのもあり

ますけれども。  

 だから、まさに今、こういうことでやってみて、やはり両方分離してやるべきなの
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かという議論も含めて、これが一つの大きな道しるべみたいな形でできれば、いや、

水環境は外して生物多様性戦略だけ、ほかはそうですけれども、しっかりつくるんだ

という話にももしかしたらなるかもしれないし、こういうものが生物多様性には非

常に重要で、水環境を軸とした生物多様性というのがはやっていくのかもしれない。

その辺は、我々が頑張る価値が十分あるのではないかなと思います。  

 法律問題と、その概念の問題といろいろ出ましたけれども、取りあえずこの辺で進

めさせていただくということでよろしいでしょうか。完成というのは何年先になる

か分からないぐらいですけれども、取りあえず今年度中には一つつくってみようと

いうことですね。よろしくお願いします。それでよろしいですか。  

 それでは、2番目の議題の説明をお願いできますでしょうか。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 議題（2）ということで、「（仮称）千葉

市水環境保全計画の素案について」、ご説明いたします。お手元の資料の2をご覧く

ださい。  

 こちらは計画の素案となります。まず表紙をご覧ください。計画名につきましては、

「（仮称）千葉市水環境・生物多様性保全計画」としております。3月の委員会でも

説明しましたとおり、密接に関連のある水環境と生物多様性の保全を効果的に進め

ていくため、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略を兼ねた一体の計画と

して策定することから、この計画名としております。  

 サブタイトルにつきましては、基本理念とする予定ですので、後ほど基本理念の項

目でご説明いたします。また、表紙のイラストにつきましては、今年度、地域環境保

全ポスターのテーマの一つ、「谷津田の自然や生き物の保全」の優秀賞から掲載する

ことを検討しております。  

 続きまして、2ページをご覧ください。こちらは市長の挨拶文を掲載する予定です。 

 裏面に移りまして、3ページ目は目次となります。構成につきましては、第 1章で

「策定の背景」、第2章で「計画の基本的事項」、第3章で「現状と課題」、第4章で

「施策の展開」、そして、「おわりに」と続く予定です。また、本編に続いて、資料

編として各データなどをまとめる予定です。  

 次に4ページをご覧ください。こちらは、「第1章．策定の背景」になります。水環

境や生物多様性を取り巻く現状等について記載しております。  

 次に5ページをご覧ください。こちらは、「市の鳥コアジサシ」のコラムとなって

おります。なお、コラムの内容や掲載場所につきましては現在検討中となっておりま

すので、ご承知おきください。  

 6ページからは、「第2章．計画の基本的事項」になります。2－1として「策定の目

的」、2－2で「位置付け」、7ページに移りまして、2－3で「対象区域」を記載して

おります。2－ 4の「計画期間」につきましては、2023年度（令和5年度）を初年度と

し、目標年度を2032年度（令和14年度）とした10か年計画としております。2－5は

「基本理念」となります。  

 先ほどもご説明いたしましたが、本計画の策定に当たって実施した市民アンケー
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トやワークショップにおきまして、2,732件のご意見をいただきました。いただいた

ご意見を整理すると、「水環境の保全活用」「生物多様性の保全再生」「計画の推進

体制の整備」に大別されます。また、これまでの基本理念「生命（いのち）をはぐく

む水の環（わ）を未来へ」を踏まえ、本計画の新たな基本理念の案を「水の環（わ）

はぐくむ生命（いのち）のにぎわいとつながりを子どもたちの未来へ」と定めました。

また、下図において、基本理念実現のための3つの取組みの柱として、「水環境の保

全活用」「生物多様性の保全再生」「計画の推進体制の整備」について示しておりま

す。  

 次に8ページをご覧ください。こちらは「水環境」と「水循環」の用語説明となり

ます。  

 続きまして、9ページをご覧ください。こちらは「生物多様性」の用語説明となり

ます。  

 10ページからは、「第3章．現状と課題」になります。3－1を「概況」として、「（1）

位置及び地勢」「（2）土地利用状況」「（3）人口集中地区」「（4）降水量と気温」

について記載しております。  

 12ページからは、3－ 2として「水環境や生物多様性に関する現状」の説明となり

ます。まず、「（1）水環境に関する現状」として、12ページで「河川・海域の分布

および概況」を記載しております。千葉市内の河川は、後背地に水源となる山地がな

いため、台地に降った雨水を起源とする地下水や生活排水を主な水源とし、ほとんど

の河川が海抜10～20mくらいの低地の谷津を流れ、川幅が狭く、自己水量が少ないこ

とが特徴です。  

 続きまして、13ページからは「河川・海域の状況」についての記載になります。ま

ず、①の水質ですが、河川のBODの環境基準値達成率は高い値で推移しており、お

おむね良好な水質を保っています。一方で、海域のCODの環境基準値達成率につい

ては、調査年によって変動が大きくあり、2011年（平成23年）から2020年（令和2年）

までは0％もしくは50％で推移していましたが、2021年（令和3年）には環境基準値

達成率100％を達成しております。  

 続きまして、14ページの②水量ですが、河川の水量の基準値達成状況につきまし

ては、2018年（平成30年）頃まで低い値で推移してきましたが、2019年（令和元年）

から2021年（令和3年）にかけては大幅な改善傾向が見られております。  

 続きまして、15ページからは「地下水の状況」となります。まず、①地下水の水質

ですが、地下水の水質調査の結果、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」「揮発性有機化

合物」「砒素」及び「六価クロム」の4項目につきましては、環境基準値の超過が見

られておりますが、過去10年間の傾向はほぼ横ばいの状況です。  

 同じく15ページ、②地下水の水位になります。千葉市の地下水は、地表から約 30m

までの深さに分布する浅層地下水と、それよりも深く分布する深層地下水に大きく

分けられます。浅層地下水はおおむね地表の地形面に沿って流れており、都川などの

一部の区間では地下水が河川に湧出しています。一方、深層地下水は、主に東京湾の
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方向に流れています。また、深層地下水は農業用水などにとって重要な水源の一つに

なっております。  

 続きまして、16ページは③地下水の利用状況になります。法令等による許可井戸

における地下水の揚水量は、1972年（昭和47年）時点には16万3,000㎥／日でしたが、

近年は2万㎥／日前後で推移しております。2021年（令和3年）で見ると、地下水の

揚水量約2万㎥／日のうち、約75％が農業用であり、次いで水道用、工業用の順とな

っております。工業用、ビル用、水道用の揚水量につきましては、1972年（昭和47

年）と比較して大きく減少しておりますが、農業用につきましては、現在までほぼ横

ばいで推移してきております。  

 17ページに移りまして、「湧水」についての記載となります。市内の湧水地は、

2006年度（平成18年度）に実施した調査によって確認された地点について継続的な

モニタリングを行っております。2016年（平成28年）に実施した湧水調査の結果、

12地点中9地点で、2011年（平成23年）実施の前回調査時と比較して流量の減少が確

認されました。近年では、湧水地や涵養域の開発、森林の荒廃などによる影響で湧水

が減少している状態であり、今後も注意深く調査を行う必要があります。  

 続きまして、18、19ページは「人と水辺とのふれあいの場」、20ページは「生活

排水の現状」、21ページは現在の「市の取組」について記載しております。  

 22ページは「海辺の活性化」「湧水」のコラムとなります。  

 23ページからは「3－2 （2）生物多様性に関する現状」になります。23、24ペー

ジに「緑地の分布および緑被率の変化」、25ページに「谷津田の分布と保全状況」、

26ページに「多様な生き物の生息状況」を記載しております。  

 27 ページからは「3－3 これまでの取組みと課題」になります。まず、本市にお

ける水環境と生物多様性に関するこれまでの取組みと課題を記載しております。な

お、文言につきましては現在精査中となりますので、ご承知おきください。  

 27 ページ下段からは、具体的に 3 つの取組みの柱と 13 の施策の方向性ごとに、

その課題と市民の皆様からの意見をまとめていく予定でございます。課題について

一例を挙げますと、28 ページ下段、「きれいな水（水質）の保全」につきましては、

河川では全ての評価地点で水質の目標を達成しており、おおむね良好な水環境とな

っていますが、海域では目標値を達成していない項目があるため、海域の水質の保全

が課題となっております。  

 次に、29 ページをご覧ください。ここからは「生物多様性の保全再生に関する課

題」についてになります。一例を挙げますと、29 ページ下段の「生物多様性・生態

系の理解の促進」につきましては、2021 年度に行った市民アンケートの結果、「生

物多様性という言葉を見たり聞いたりしたことがありますか」との問いでは、市内の

谷津田などで活動されているボランティアの皆様以外については、十分に生物多様

性の概念が広まっていないことが分かりました。  

 次に、31 ページをご覧ください。ここからは「計画の推進体制の整備」に関する

課題についてとなります。一例を挙げますと、31 ページの下段、「人材の確保・育
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成」につきましては、ボランティア団体の高齢化や次世代を担う人材の確保が課題と

なっております。  

 33 ページをご覧ください。こちらは、市民アンケートやワークショップで寄せら

れた 2,732 の意見について、頻出した言葉をまとめた図になります。  

 続きまして、34 ページは「大草谷津田いきものの里」と「坂月川ビオトープ」の

コラムになります。  

 35 ページからは「第 4 章．施策の展開」となります。  

 まず、「4－1 施策体系」ですが、こちらの図は、13 の施策の方向性ごとに貢献

する SDGs の目標とその主な取組みを分類した一覧表となります。こちらはあくま

でイメージ図ですので、内容については今後精査してまいります。  

 36 ページからは「4－2 取組みの柱・施策の方向性」として、3 つの取組みの柱

と 13 の施策の方向性ごとに設定した目標値と具体的な取組み内容を記載しておりま

す。なお、取組み・施策の目標値の設定につきましては、議題（ 2）として取り上げ

ておりますが、併せてご説明させていただきます。  

 まず、「取組みの柱 1．水環境の保全活用」についてですが、本市は全体的に低地

や台地から構成される平坦な地形ながらも、花見川や都川、鹿島川などの河川や、東

京湾沿いに広がる全長 42km の海岸線を擁するなど、大都市でありながら水環境に

恵まれております。これらの河川や海など、豊かな水環境を次世代へつないでいくた

めには、水辺環境や水質のほか、河川の源となる湧水地を保全していくことに加えて、

健全な水循環を維持していく取組みも必要です。そのためには、河川やビオトープ、

湧水地などの水辺の保全、河川や海の水質の保全、持続可能な水の利用のほか、水環

境や水循環に関する理解の促進、水辺と触れ合う機会の創出に取り組んでまいりま

す。  

 まず、「（1）水環境・水循環の理解の促進」についてですが、水環境を保全して

いくためには、市民が水環境や水循環に関する基礎的な知識を身につけ、ふだんの行

動に取り入れていくことも重要です。そのためには、水辺の観察会や小学校への講座

等での啓発、市が保有するデータを分かりやすく見える化するなど情報を発信し、水

環境や水循環の理解促進に取り組みます。  

 取組み内容及び一部画像につきましては、現在庁内の関係課とも調整中であるこ

とからイメージとなっておりますので、ご承知おきください。  

 目標値（案）につきましては、水環境・水循環について理解している市民の割合を

指標とし、2032 年度の目標値は 100％と設定しております。こちらはウェブアンケ

ートで調査する予定になっております。  

 続きまして、37 ページですが、施策の方向性の 2 つ目、「（2）豊かな水辺（河川、

海岸、湧水地など）の保全・創出」についてです。河川や海辺、公園内の水辺などは

市民の貴重な憩いの場となっております。また、それらに加え、台地からの湧水はそ

こに生息している生き物にとって欠かせない存在です。これらの水辺を保全するた

め、ビオトープ、湧水地の保全などに取り組みます。目標値（案）につきましては、
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現在検討中でございます。  

 続きまして、39 ページですが、施策の方向性の 3 つ目、「（3）きれいな水（水質）

の保全」についてです。日常生活や事業活動から排出される汚濁負荷を軽減するため、

公共下水道の整備や合併処理浄化槽への転換、事業者への指導などに取り組みます。

また、地下水は広範囲に汚染が広がってしまうと浄化は困難となることから、未然防

止対策として有害物質使用事業者への指導などに取り組みます。併せて、河川や海域

等における水質汚濁の問題を速やかに把握するため、調査・監視を継続してまいりま

す。目標値（案）につきましては、水質目標値の達成度を指標とし、 2032 年度の目

標値は 100％と設定しております。  

 続きまして、40 ページは施策の方向性の 4 つ目、「（4）水資源の持続可能な利用」

についてです。私たちがふだん使用している水道水は、一部市内の地下水を利用して

おりますが、大部分は鹿島川を水源の一つとする印旛沼を経由し、市外の利根川から

供給されております。また、農業や災害時に地下水を水源として利用されることから、

限りある資源としての水を持続的に利用していくことが必要です。そのためには、地

下水採取の規制による地盤沈下の未然防止や、水源涵養機能を有する谷津田の保全

などに取り組んでまいります。目標値（案）につきましては、年間地盤沈下量 2cm 未

満の地点割合を指標とし、2032 年度の目標値は 100％と設定しております。  

 続きまして、41 ページは施策の方向性の 5 つ目、「（5）地域の水辺とふれあう機

会の創出」についてです。市民の憩いの場としての水辺の利用を促進するとともに、

水環境・水循環の現状を知り、また、体験してもらうための水辺に触れ合う観察会や

環境学習の機会を提供します。目標値（案）につきましては、自然観察会等の参加者

数及び開催数を指標とし、2032 年度の目標値は 2,450 人、140 回と設定しておりま

す。こちらは 10 年間の累計値となります。  

 続きまして、42 ページからは「取組みの柱 2．生物多様性の保全再生」について

です。本市は、都市部にありながらも、若葉区や緑区には自然環境が残されており、

中でも大草谷津田いきものの里を代表とする谷津田は、豊かな生態系に恵まれた本

市の特徴となっています。一方で、自然の中の生物多様性は、森林伐採などによる開

発、管理の担い手不足による荒廃、野生鳥獣や外来生物による被害などによって失わ

れやすく、一度失われてしまうと元の状態に戻すのは容易ではありません。また、生

物多様性という言葉や現状、保全の大切さが広く浸透していないことも要因の一つ

として考えられるため、一人一人の意識を変えていく必要があります。そのためには、

生物多様性や生態系に関する理解の促進、谷津田や森林などの緑の保全、貴重な動植

物の保護及び外来生物対策、食料などの生物多様性がもたらす資源の持続可能な利

用のほか、自然と触れ合う機会の創出に取り組みます。  

 まず、施策の方向性の一つ目、「（1）生物多様性・生態系の理解の促進」につい

てですが、課題でも説明しましたとおり、生物多様性という言葉を知らなかったり、

よく分からないという声が多くありました。生物多様性を保全していくためには、市

民一人一人が生物多様性や生態系に関する基礎的な知識を身につけ、ふだんの行動
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に取り入れていくことが重要です。そのためには、豊かな生態系を有する谷津田を素

材としたプロモーション用動画や生物多様性に関するパンフレットを作成し、広く

啓発を行い、また、谷津田の観察会や、子どもたちを対象とした出張授業や現場体験

などの機会を通じて、理解の促進に取り組みます。目標値（案）につきましては、生

物多様性・生態系について理解している市民の割合を指標とし、 2032 年度の目標値

は 100％と設定しております。こちらもウェブアンケートで調査する予定になって

おります。  

 続きまして、44 ページは施策の方向性の 2 つ目、「（2）豊かな緑（水源林・谷津

田など）の保全・創出」についてです。日常生活の中で触れ合える緑は、市民の憩い

の場となるだけでなく、生き物の生息・生育環境としても重要な存在です。また、森

林は河川や地下水を潤す涵養機能を有しております。特に谷津田は、生き物の生息に

必要な豊かな生態系や湧水を有していることから、生物多様性を保全していく上で

重要な拠点に位置づけられております。これらの緑を保全するため、谷津田やビオト

ープの保全、公共施設の緑化などに取り組みます。目標値（案）につきましては、現

在検討中です。  

 続きまして、45 ページは施策の方向性の 3 つ目、「（3）貴重な動植物の保護及び

外来生物対策」についてです。市内にはホタルやニホンアカガエル、キンラン、ギン

ランなどの貴重な動植物が生息・生育しております。特に種の保存法で国際希少野生

動植物種に指定されている市の鳥コアジサシは、市内で見られる場所が限られてお

り、今後も保護対策が必要です。これらの貴重な動植物の保全のためには、基盤とな

る生息・生育環境を保全するほか、生態系に被害を及ぼす外来生物の対策が必要です。

特にアライグマ等の特定外来生物による被害が近年増えつつあることから、各管理

者等と連携して防除等に取り組んでまいります。  

 目標値（案）につきましては、貴重な動植物の保護につきまして、生き物の種の数

を指標とし、2032 年度の目標値を増加と設定しております。また、外来生物対策に

つきましては、特定外来生物の防除数を指標とし、2032 年度の目標値を、お手元の

資料中では 2,530 匹となっておりますが、正しくは 2,350 匹となっておりますので、

訂正させていただきます。さらに、その目標値（案）の実績の数につきまして、163

匹と記載されておりますけれども、正しくは 176 匹となります。  

 続きまして、46 ページ、施策の方向性の 4 つ目、「（4）生物多様性がもたらす資

源の持続可能な利用」についてです。生物多様性が私たちにもたらしてくれる恵みに

は、水や空気、魚や肉をはじめとする食料などがあります。これらは必要以上に利用

してしまうと環境へ負荷を与えてしまうため、ふだんから意識して利用する必要が

あります。そのためには、生物多様性がもたらす恵みにはどんなものがあるか、私た

ちにどのような関係があるのかなどの情報発信を行います。目標値（案）につきまし

ては、現在検討中でございます。  

 続きまして、47 ページ、施策の方向性の 5 つ目、「（5）地域の自然とふれあう機

会の創出」についてです。市民の憩いの場としての自然の利用を促進するとともに、
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生物多様性や生態系の現状を知り、また、体験してもらうための自然に触れ合う観察

会や環境学習の機会を提供してまいります。目標値（案）につきましては、自然観察

会等の参加者数及び開催数を指標とし、 2032 年度の目標値案は 2,450 人、140 回と

設定しております。  

 続きまして、48 ページからは「取組みの柱 3．計画の推進体制の整備」について

です。水環境や生物多様性を保全していくための取組みを着実に推進するためには、

市民、事業者、ボランティア、行政等の全ての主体の一人一人が現状を理解し、意識

を変えていくとともに、行動に移していくことが必要不可欠です。そのために、保全

等の担い手の確保・育成、ボランティア等の活動支援、市と市民等によるモニタリン

グ体制の整備に取り組みます。  

 まず、施策の方向性の一つ目、「（1）人材の確保・育成」についてです。近年、

保全活動団体のボランティアの高齢化や、活動の新たな担い手が不足するなど、活動

を維持するのが困難なケースが生じております。そのため、次世代を担う子どもたち

や親の世代を対象とし、水環境や生物多様性に関する理解や学び、体験を中心とした

環境学習・環境教育の充実に取り組みます。目標値（案）につきましては、ボランテ

ィア育成講座の受講者数・開催数を指標とし、2032 年度の目標値は 1,200 人、60 回

と設定しております。  

 続きまして、49 ページは施策の方向性の 2 つ目、「（2）ボランティア等の活動支

援」についてです。水環境や生物多様性の保全に持続的に取り組んでいくためには、

市のみの取組みでは十分でなく、市民やボランティア等との協働が必要です。そのた

め、市民やボランティア等と連携して実施する水辺や谷津田の保全活動、市民やボラ

ンティア等が行う清掃・美化活動への支援を行います。目標値（案）につきましては、

環境保全自主活動補助金の団体数を指標とし、2032 年度の目標値は 30 団体と設定

しております。  

 続きまして、50 ページは施策の方向性の 3 つ目、「（3）市と市民等によるモニタ

リング体制の整備」についてです。河川等の水質や、市内にどんな動植物が生息・生

育しているかなどの現状を把握することは、水環境や生物多様性を保全する上での

基礎的かつ重要な情報となります。課題の把握や方針の検討においても必要である

ことから、市民等と連携したモニタリング体制の整備を推進します。目標値（案）に

つきましては、市民参加型生き物調査の報告数を指標とし、 2032 年度の目標値は

8,750 件と設定しております。  

 以上が、第 4 章の取組みの柱及び施策の展開になります。  

 51 ページは「生活排水対策」のコラムになります。  

 また、本編の最後、52 ページでは、「おわりに」ということで本計画の推進に向

けた内容を記載する予定になっております。  

 本編につきましては以上となります。  

 続きまして、53 ページ以降は資料編となります。資料編では、市民アンケート調

査結果、各水系の水質・水量調査結果、生物調査結果、重要種確認状況、環境基準、
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他計画との関連、用語集、委員名簿、検討経過、協力機関、協力者を記載する予定で

す。現在、アンケート結果につきましては、全ての結果を記載しております。アンケ

ートのみで 40 ページ以上のボリュームとなっております。資料編につきましては、

説明を割愛させていただきます。資料 2 の説明は以上となります。  

 なお、資料 3 の「取組み施策の目標値の設定について」は、先ほどの資料 2 にお

きまして説明したとおりでございます。  

 資料 4 をご覧ください。こちらは「今後のスケジュール（案）」となっておりま

す。まず、10 月下旬に令和 4 年度第 1 回環境保全計画推進部会を開催し、原案の中

間報告を行う予定になっております。次に、 11 月 7 日（月）、18 時 30 分から、こ

こ、千鳥・海鴎におきまして市民説明会を開催する予定となっております。その後、

11 月下旬から 12 月初旬にかけまして第 2 回専門委員会を開催し、原案につきまし

て検討をさせていただきます。その後、 12 月下旬に第 2 回計画部会を開催し、そこ

で答申を受ける予定になっております。また、パブリックコメントにつきましては、

来年 2 月から 3 月にかけて実施する予定です。  

 少し長くなりましたけれども、説明は以上になります。  

【中村委員長】  ご説明ありがとうございます。  

 柱の議論をして、大体この柱を固めて、具体的にいろいろな施策もこれに盛り込ん

でいただいたものですし、その論拠のデータもいろいろあるわけです。私も見させて

いただいて、素案というよりはまだまだたたき台というレベルかなと思いましたけ

れども、やはり一度こういう形にしてみて、皆さんと議論し、これから市民説明会と

いうものもありますし、時間がおありだったら、ぜひ皆さんも市民説明会に来ていた

だくといいと思います。いろいろな市民、それから子どもたちの意見を軸にしてつく

るのだという前提の下に、市民説明会とか私も対応してまいりました。  

 30 分ちょっとですけれども、取りあえず今日は議論で、何か決めるまでにはいか

ないと思いますけれども、皆さんからご意見をお伺いできればと思います。それぞれ

ご専門の立場から。  

 今まで取り組んできた千葉市での具体的な取組みなどが入っています。  

 それから、市民アンケートは、私はこれを軸にして、一番最初にこの結果というも

のが大事だと思っています。少し私のほうで説明させていただくと、 33 ページは、

市民のワークショップやアンケートから出てきたタームといいますか、言葉を一応

分析してみたという感じです。フレーズにするとまた一つの物語ができますけれど

も、単語だけ取り出してみると、「生き物・生物」「川」「環境」「人」「ゴミ」「汚

い」など、ずっと多い順に並べています。この中で、水域環境と陸域環境の問題や、

それを統合した「自然」や「生態系」、「環境」や「動物」、「生き物」、これは「生

物多様性」も含めて。それから、我々「人間」「子ども」というものを中心に据えて、

その中で、いろいろな生き物、「ホタル」や「ペット」など、そして、それに対する

課題、「汚い」「ゴミ」「ポイ捨て」「温暖化」。「殺処分」というのもあって驚き

ましたけれども、そういうもの。対策としては、やはり「ボランティア活動」「体験」
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「学校」、そして「行政」「調査」「予算」「条例」など。そして、最終的に、目標

は「きれいな」というのが多いですね。もちろん SDGs というのもありますけれど

も、「みんなで大切に」「豊かな」「共存する」、そういう循環と理解といいますか、

そういうものがやはり市民の夢としては表れているのではないか。ですから、こうい

うものを受けて施策をしっかり展開するということが、市としてはぜひやっていか

なければいけない問題ではないかと思います。33 ページのところです。  

 それから、もう一つ大事な視点が今日説明されなかったのですけれども、千葉市は

環境基本計画と市全体の基本の計画をつくっています。我々はそれをしっかり受け

るという責務がやはりあります。今日の資料 1－1 の 3 ページのところに、千葉市の

基本計画では、「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・ちばし」、これはほぼ決ま

っている状況で、内容固めを。それから、我々環境審議会の中でやったんですけれど

も、「自然や資源を大切に、みんなでつくる持続可能なまち、ちばし」、これはもう

環境基本計画で決まっています。だから、「みんなでつくる持続可能なまち」なんで

す。その中で、もちろん自然や資源を大切にする。千葉市全体は「都市と自然が織り

なす」という、この辺をしっかり踏まえて、水環境と生物多様性というものを、我々

は市民の意見をしっかり聞いて、それを軸にやる。今は 2 つがどれぐらいうまくい

くかというのはありますけれども、それが我々の責務だと思います。そういう中身の

中で、いろいろなご専門の立場でお話を伺えればと思います。いかがでしょうか。細

かいことから大きなことまでいろいろと、まだまだこれからつくり込んでいかなけ

ればいけないと思います。  

 例えば、千葉市のオオガハスというのがありますよね。オオガハスというのは、生

物多様性の、我々がすぐ頭に浮かぶ、子どもたちでも頭に浮かびます。そういうもの

はきちんとここにある。それから、先ほど言いました加曽利貝塚、あれは貝がたくさ

んある。やはり東京湾の恵みというものがある。それから、千葉市は非常に人工海浜

を自慢していますけれども、そういうところに生物、子どもたちはどうなのかという

ことも考えなければいけない。  

 千の葉っぱ、葉っぱというのは植物、緑ですよね。だから、千葉氏が緑がいっぱい

のそういうところで繁栄したということも含めて、そういう歴史的な視点をこれか

らこの中に盛り込んで、現状がどうだということは我々専門家の役目かなと。  

 もう少し話をさせていただくと、水と生命（いのち）、「生命（いのち）のにぎわ

いとつながり」というのは、これは難しいかもしれないけれども、もっとしっかり解

説していく必要があると思います。生命（いのち）は水の中に生まれて、我々の体の

70％以上は水だということで、その辺の解説をしっかり盛り込む必要があるのかな

と思います。いかがでしょうか。  

 突然これだけの量が出てきたので、私も 2～3 日前に少し戸惑いましたけれども、

こうやってどんどんつくり込んでいかないといけないと思います。  

【唐副委員長】  では、ちょっと発言させていただきます。議題 1 の意見を議題 2 の

ほうに少し反映させたということで、議題 1 で意見を述べさせていただきました。
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意見というのは、水環境と生物多様性を並列させること自体に意義があるかどうか。

生物多様性は水環境をよくするために、多分この中の説明が十分あったと思います。

だから、今回は水環境保全計画の改正なのかなというのが私の理解です。生物多様性

の意義は、その内容の中で十分に説明した。水環境のために、生物多様性のことも今

までの経緯と上位計画に関係することも中では説明していました。だから、その上

で、あえてこの二つを一緒に並列するのがよいのかどうかというのが一つです。  

 中身を見させていただいたのですが、多様性に関する現状や基本計画の一部分は、

過去の水環境計画の中でも実施されていました。もう既に実績がある。要は、以前は

生物多様性の明確な概念を入れていないけれども、それに関する項目をもう入れて

いたということです。今回はそれを明確にして、多様性の範囲ですよと。だから、水

環境の範囲ですね。その意味で、継続性から鑑みると、水環境保全計画そのままでよ

いのではないかと理解しています。  

 だから、さっき議論したように、生物多様性という言葉をもっと広く、あるいは上

位の委員会をつくるべきだと私は思います。例えば、その委員会の下にこの水環境保

全計画や大気保全計画と、そういう形にしたら一番すっきりすると私は思っていま

す。  

 内容的には、過去もう既に水環境の計画や調査もされていて、実績もあります。た

だ、そのときに、言葉として、指標として明確にしていないから、今回明確にするこ

とは非常に重要な一歩だと思います。ただ、それを並列することが概念的によいかど

うか。だから、最初片一方をあえてそこに言うのか、タイトルのほうに反映させてい

たから、そこを発言しました。矛盾させないほうがよいのではないかと思います。  

 それから、内容については 2 点ほど考えていただきたいのですが、1 つは、48 ペ

ージのこれから取り組むことで、やはり人材確保・育成が非常に大事だと私も思って

います。目標値はボランティアというお話がありましたが、何とか「学校」というキ

ーワードを入れられないかと思います。やはり、これからの子どもの教育に対して、

学校は非常に重要な役割を果たしている。現実に今、いろいろな環境教育を通じて子

どもを教育しています。この中に、ボランティアという言葉にもう少し加えて、学校

をどうやって支援していくか。学校はもう実際に主体的にやっているから、何か加え

ていただいたほうがよいのではないかと少し思いました。  

 それから、最後の用語集ですけれども、水循環基本法がありますよね。そこに関連

する言葉も少し入れたほうがよいということや、今回生物多様性をしっかり位置づ

けられるということですので、その辺の言葉も少し増やしたほうがよいのではない

か。具体的にどちらがよいか、まだ全文は見ていないですけれども、その辺を加えた

ほうがよいのではないかと少し思いました。  

 以上、意見だけです。  

【中村委員長】 取りあえず皆さんから意見を伺って、事務局のほうからと思います。  

【中間委員】 個別の論点について私のほうから触れさせてもらうと、例えば 47 ペー

ジの「地域の自然とふれあう機会の創出」について、先ほどお伺いした際に、市民の
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皆さん、ないしは子どもたちから、遊べるところが少ないよねという方向の意見があ

ったので、「創出」という用語を使って整理をしたというお話がありました。今、ア

ンケートの結果などもぱらぱら見ていたのですけれども、水と触れ合う機会、自然と

触れ合う機会が欲しい、場が欲しいという意見が多いのではないかと思いました。  

 そう考えると、後に多分何を指標として定めるのが妥当かという話にもつながっ

てくると思うのですけれども、この自然観察会の参加数や開催数が必ずしもこれに

マッチするわけではなくて、例えば、最近都川がそういう関係で熱いらしいですけれ

ども、既に設置されているものの周知や谷津田の周知、既にハードがあるけれども、

それがもしかしたら認知されていなくて、場が少ないということになっているのか

もしれない。最近、稲毛の海浜に新たな施設が設けられましたけれども、あれもいわ

ば水辺に対する親水施設と捉えられるわけですよね。千葉市の資源である海。それか

ら、花見川沿いのサイクリングロードだってあるわけですよね。これもある種、広い

意味で言えば親水施設だと思うんですけれども、こういうのをきちんと周知しても

らえているかどうか。これでも足らないよという話であったら、また別の親水施設を

つくらなければいけないという話にもなるのかもしれないですけれども、既に千葉

市としてはいろいろハードがあるのではないかと個人的には考えています。  

 それが必ずしも周知されていない、活用というか、皆さんにお楽しみいただけてい

ないという状況がもしかしたらあるのかもしれないということを考えると、きちん

としたガイドの下で、いろいろな動植物に対する知識を与えるという意味での自然

観察会はもちろん重要だと思いますけれども、必ずしもこちらがアクティブに動か

なくても、市民の方にそれぞれ気の赴くままに自然を享受してもらえる、そういうこ

とを周知するのも、まさにこの「自然とふれあう機会の創出」に当たるのではないか

と思います。この自然観察会の参加者数、開催数を指標として掲げると、なかなか数

値としては厳しいところではないか。それから、実態に即しているのか疑問を差し挟

まざるを得ないのではないかと感じたところが 1 点です。  

 2 点目に、次は生物多様性のことについてですけれども、資料の 39 ページ、「貴

重な動植物の保護及び外来生物対策」というところで、この部分についてのアンケー

トの結果を見ると、課題、問題点というところで、かなりここを皆さんに答えていた

だいています。生物多様性の実現のための一つとして、貴重な動植物の保護、それか

ら主に外来生物対策に関することということで、外来種に対する危機意識はやはり

皆さんかなり高いのではないかと拝見するところです。  

 ここで、生き物の種の数を 5 年間の累計で把握するというところですけれども、

これについては中村先生に委ねるとして、私が意見申し上げると、特定外来生物の防

除数、これは恐らくアライグマなどの防除ということで、どちらかというと、農政部

局のほうの田畑を荒らす動物の防除というところがメインになっているのではない

かと思いますけれども、ここの皆さんのご意見を見ると、やはり水生生物、水の中の

生き物について結構関心を持たれているのではないかと思います。ミシシッピアカ

ミミガメやアメリカザリガニ、それからブルーギルなど、そういう水生生物、水の中
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の外来種に対する意識も高いのではないかと思います。  

 この指標ですと、果たして水の中の外来種を防除、駆除した結果がこれに反映され

るのだろうかと思うところです。やはり水環境というものを考えると、むしろこちら

のほうが重要性が高いのではないかと考えるところなので、水の中の外来種、水辺の

生き物についての生物多様性の保全という観点から、どうにかこれを捉えられない

かと考えました。  

 取りあえず、私からはこの 2 点。以上です。  

【中村委員長】 それでは、私のほうでメモしてありますので、また後で紹介します。

いかがですか。  

【髙梨委員】  先ほどもお話ししたつもりですけれども、こちらの 48 ページや 50 ペ

ージなど、市と市民のみんなで取り組むという形で、いろいろな人材の確保や育成に

ついて、「子どもたちと親の世代を対象」という表現が多いように感じられますけれ

ども、市民の年齢層からいったら、やはり働く世代層の関心が弱いのではないかと思

います。また、活動もということになりますと、例えば経済協力団体や企業、事務所

や、各種団体等、様々な活動がございますので、その辺を囲い込みしていく必要があ

るのではないかと思います。子どもさんとその家族という形だけでは、限定的ではな

いでしょうか。  

 また、10 年後というと、子どもさんたちも高校生とか成人になったばかりぐらい

ですよね。親御さんたちは、まだ高齢にはなっていないと思います。今ボランティア

をやっている方たちも、実際に活動していらっしゃる方たちの高齢化ということも

この中に書いておりますけれども、そうなると中間層が抜けています。その世代の人

材確保や育成が必要なのではないかということで、やはり働く世代の人たちを一緒

に活動できるように、点から線、面へと広げていく。この 10 年間は重要な時期です。

また、少子化が加速してまいります。今後一番手薄なところに、より一層、力を入れ

ていただくためには、この文章の中にも、そのような部分を入れ込んでいただければ

と感じました。  

 もう一つは、学校です。先ほども、いろいろな時間が英語の時間になったり、大変

だなと思っておりますので、そういう点では、やはり市民の協力をいただけるボラン

ティアや、市民活動家を育てる環境を作る事も考えられます。子どもさんたちを育て

ていく方法は様々あると思うんですけれども、今申し上げた方向にも少し目を向け

ていただけたらと思っております。  

【中村委員長】  では、末廣先生。  

【末廣委員】 今のお話で、学校現場で教員がやることは、20 年前は環境教育でした。

今は、ご承知のようにプログラミング教育など、何々教育、何々学習といったら 100

以上あるのではないかと思います。  

 ここで考えるのは、48 ページ、先ほどお話がありましたボランティアの育成とい

うことで、自然観察等の活動を実践するボランティア、これは自らの実践だけではな

くて、先ほどのお話のように、例えば自らの実践を子どもたちに、先生ではなくて、
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先生はファシリテートする形で、専門的なところをこういった水環境の何々先生な

ど、そういった方々にお願いするなど。学校もそういう人材を探すときに、ボランテ

ィアの関係でいろいろな冊子もあるのですけれども、そういった方がいると、その方

の実践もあり、そして子どもたちへの普及啓発にもつながり、学校現場としては専門

家が来てくれる。行政の本当の専門家の方もそうですけれども、広がっていくには、

やはりこの市民のボランティアというか、そういったことが大事だと思いますので、

ここの 47 ページは大事にしていきたいところだと思います。  

 これも先ほどあったお話ですが、47 ページの「ふれあう機会の創出」ということ

で、一番最初に私が坂月川ビオトープのこともお話ししましたが、既にあるものの周

知であったり、持続であったり、先ほどお話のあった坂月川愛好会の方々の高齢化や、

地域の方がそれを継いでいく。人材確保でもあり、行ってきたことの周知というか、

啓発というか、その良さを周知することによって、新たに創出していくというよりも、

それに興味を持ってつながっていくということもあり、そういったことも大事なの

ではないか。言葉で言うのは簡単なのですが、今あるものの良さを周知して、そして

また新たに創出するという両輪で行くことが大事なのだろうとも思いました。  

 最後ですが、目標値は難しいです。学校でも、数値としての評価が今本当に求めら

れます。しかし、学校現場というのは数値だけではない子どものよさ、成長がある。

その部分にも着目して、数値で現れるもの、数値で現れないものというのを見ていく

のですが、行政の進め方としては、どうしてもこの数値が大事になってくるでしょう。

行政側の行動指標も、先ほどのお話で、開催数が何回という部分もありましたが、こ

このアンケートも継続的に、定期的に取っていく中で、多分比較できるよいアンケー

ト内容があるかと思うので、例えば、こういう自然に触れ合う機会といったところは、

やはり市民の意識というか、それとの比較もできたら説得力があるのではないか。開

催数で触れ合いがということだけではないのではないかとも思いますので、そのよ

うなところもあると分かりやすいのではないかとも思いました。  

 いろいろ申しましたが、以上です。  

【中村委員長】  ありがとうございます。  

 まさにそういう水辺を中心とした生き物、命と触れ合う場所の継続性、それから、

あるけれども周知していないのではないかというものもありました。そういう中で、

学校との連携、子どもたちへの教育的な支援では、市民の専門家のようなものが学校

にも入っていく。そのときに、やはり働く世代というのが肝心ではないかということ

だったのではないかと思います。  

 それから、外来種問題ですけれども、これは非常に微妙な問題がありまして、学校

で「外国人」と「外来」が少し混同されて使われています。東京のほうにおりますと、

外国人がいっぱいいます。英語的にも「インベーダー」という言葉を使ったりして、

外来種というものの扱いは、やはりこれからしっかり考えていかなければ。管理、対

応ですね。そういうものはあります。  

 そういうたくさんの意見が、非常に本質をついていただいていると思いますけれ
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ども、事務局からコメントをいただければと思います。  

【木下環境保全課長兼自然保護対策室長】 いろいろ出ていたのですけれども、まず人

材の確保・育成というところで、唐先生から子どもたちに対しての育成ということ

で、このボランティア活動の中に含めていくというところに関しましては、現在で

も、子どもたち用のプログラムということではないのですけれども、参加はしてもら

っている状況です。ただし、子どもたちに特化したものというのは、今用意できてい

ない状況にはなっています。そこら辺を今後を見据えて考えていくというのも一つ

考え方としてはあるのではないかと、今話を聞いていて思いました。  

 それから、飛んでしまいますけれども、「地域の自然とふれあう機会の創出」とい

うことで、目標値について、自然観察会等の開催回数や参加人数での進捗管理という

ことに関して、これはもっと既存の周知されていないような、ほかの団体の方々がや

っているようなものについても、利用していくことがよいのではないか。実際にその

指標の中に含めていくかどうかということは置いておきまして、少なくとも、そうい

うほかの団体の方が行っているものを広く、市を通して、例えば広報などをしていく

ということは非常に重要なことではないか。先ほど都川が今熱いという話がありま

したけれども、確かに我々もいろいろとご相談を受けているということもあったり

しまして、そういう地元に根を生やして活動されている方々も少なからずいるとい

う状況の中で、そういうものをきちんとすくい上げて、皆さんにお知らせして、そこ

を触れ合う機会を創出することの一つとしていくのは、これは本当にやっていける

話なのではないかと感じました。  

 それから、髙梨先生から、人材育成、市民と市でみんなで取り組んでいくというこ

とに関して、子どもたちだけではなくて、特に働く世代に関してもやはり取り組んで

いく必要があるのではないかということに関しては、実は、一番は児童と考えていた

ところはあったのですけれども、担い手ということで考えた場合に、やはり一番働き

手となるのは働く世代の方たちということにはなりますので、ここら辺についても

今後検討はしていきたいと考えております。  

 あと一つ、中間先生から、防除数ということで、特に水辺の生き物という観点から、

そこら辺の外来生物、例えばミシシッピアカミミガメなどについても入れていくべ

きなのではないかという話でした。実はアライグマが外来生物としては捕獲数が一

番多いのですけれども、そのほかのナガエツルノゲイトウなど、そういったものも含

めた数字ということで考えてはいます。ただし、現状では、アライグマ以外のものに

ついては、ほぼ駆除は行っていないという状況になっております。  

【中村委員長】  大体時間になりました。  

 そういうことで、これからも皆さんの意見をどんどん取り入れて、市民の意見を聞

きますから、もちろん委員の方の意見がどんどん追加されるべきだと思いますけれ

ども、こういうことで、みんなで進めていく。まさに、みんなで進める、環境、千葉

市ですから。ということで、このタイトルの 2 つがどこまで整合できるのか、あるい

は一体化できるのか、将来分離するものになるのか、その辺も多分あると思いますけ
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れども、今年度中に一応つくってみようということで、私も今まで市民の方と頑張っ

て、皆さん方ともいろいろ議論をしてきましたので、これからも頑張っていきたいと

思います。  

 事務局のほうから、追加することはよろしいですか。  

【奥村環境保全課課長補佐】 議事録についてご確認いただくということで、公開前提

となっておりますので、まず事務局として案を作成させていただいて、それを各委員

に送らせていただきます。そこでチェックしていただいて、少し言い回しが違うよと

いうことは直していただいて、送り返していただければ、それをもって確定という形

で議事録を公表させていただきますので、よろしくお願いします。  

【中村委員長】  それでは、これで自然環境保全専門委員会、今年度の第 1 回ですけ

れども、終わりにしたいと思います。どうも皆さん、ご協力ありがとうございました。 

午後０時１分 閉会  


